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ⅡⅡ  学学校校教教育育 

 

１１  ここれれかかららのの学学校校教教育育がが目目指指すすもものの 

  平成28年12月21日に中央教育審議会から、「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学

校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等について」（答申）が公表され、“よりよい学校教

育を通じてよりよい社会を創る”という目標を学校と社会とが共有し、連携・協働しながら新しい時

代に求められる資質・能力を子供たちに育む「社会に開かれた教育課程」の実現という学習指導要領

改訂の方向性が示され、学習指導要領が公示された。  

 

○ 学習指導要領等においては、教育課程を通じて、子供たちが変化の激しい社会を生きるために必要な

資質・能力とは何かを明確にし、教科等を学ぶ本質的な意義を大切にしつつ、教科等横断的な視点を持っ

て育成を目指していくこと、社会とのつながりを重視しながら学校の特色づくりを図っていくこと、現

実の社会との関わりの中で子供たち一人一人の豊かな学びを実現していくことが課題となっている。 

○ これらの課題を乗り越え、子供たちの日々の充実した生活を実現し、未来の創造を目指していくため

には、学校が社会や世界と接点を持ちつつ、多様な人々とつながりを保ちながら学ぶことのできる、開か

れた環境となることが不可欠である。そして、学校が社会や地域とのつながりを意識し、社会の中の学校

であるためには、学校教育の中核となる教育課程もまた社会とのつながりを大切にする必要がある。 

○ 今は正に、社会からの学校教育への期待と学校教育が長年目指してきたものが一致し、これからの時

代を生きていくために必要な力とは何かを学校と社会とが共有し、共に育んでいくことができる好機に

ある。これからの教育課程には、社会の変化に目を向け、教育が普遍的に目指す根幹を堅持しつつ、社会

の変化を柔軟に受け止めていく「社会に開かれた教育課程」としての役割が期待されている。 

  このような「社会に開かれた教育課程」としては、次の点が重要になる。  

 ① 社会や世界の状況を幅広く視野に入れ、よりよい学校教育を通じてよりよい社会を創るという目標

を持ち、教育課程を介してその目標を社会と共有していくこと。  

 ② これからの社会を創り出していく子供たちが、社会や世界に向き合い関わり合い、自らの人生を切

り拓いていくために求められる資質・能力とは何かを、教育課程において明確化し育んでいくこと。  

 ③ 教育課程の実施に当たって、地域の人的・物的資源を活用したり、放課後や土曜日等を活用した社会

教育との連携を図ったりし、学校教育を学校内に閉じずに、その目指すところを社会と共有・連携しな

がら実現させること。 

○ この「社会に開かれた教育課程」の実現を目標とすることにより、学校の場において、子供たち一人一

人の可能性を伸ばし、新しい時代に求められる資質・能力を確実に育成したり、そのために求められる学

校の在り方を不断に探究する文化を形成したりすることが可能になるものと考えられる。  

 （答申「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等につい

て第４章１より抜粋） 

  

【【ＧＧＩＩＧＧＡＡススククーールル構構想想ににつついいてて】】 

  「ＧＩＧＡスクール構想」により整備されたＩＣＴ環境を活用して、令和５年３月策定の「徳島県

学校教育情報化推進計画」に則した教育活動を展開することで、全ての公立学校の児童生徒全員に対

して、平時、有事を問わず、多様な子供たちの可能性を最大限引き出す、「個別最適な学び」と「協働

的な学び」の一体的な充実を図る。 
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【【学学習習指指導導要要領領】】 

 (1) 幼稚園教育要領、小・中学校学習指導要領等のポイント 

  ① 基本的な考え方 

   ○ 教育基本法、学校教育法などを踏まえ、これまでの我が国の学校教育の実践や蓄積を生かし、

子供たちが未来社会を切り拓くための資質・能力を一層確実に育成。子供たちに求められる資

質・能力とは何かを社会と共有し、連携する「社会に開かれた教育課程」を重視。 

   ○ 知識及び技能の習得と思考力、判断力、表現力等の育成のバランスを重視する平成20年改訂

の学習指導要領の枠組みや教育内容を維持した上で、知識の理解の質をさらに高め、確かな学力

を育成。 

   ○ 道徳教育の充実や体験活動の重視、体育・健康に関する指導の充実により、豊かな心や健やか

な体を育成。 

  ② 知識の理解の質を高め資質・能力を育む「主体的・対話的で深い学び」 

「何ができるようになるか」を明確化 

    知・徳・体にわたる「生きる力」を子供たちに育むため、「何のために学ぶのか」という学習の

意義を共有しながら、授業の創意工夫や教科書等の教材の改善を引き出していけるよう、全ての

教科等を、①知識及び技能、②思考力、判断力、表現力等、③学びに向かう力、人間性等の三つの

柱で再整理。 

主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善 

    子供たちが各教科等の特質に応じた見方・考え方を働かせながら、知識を相互に関連付けてよ

り深く理解したり、情報を精査して考えを形成したり、目的や状況等に応じて互いの考えを伝え

合い、多様な考えを理解したり、集団としての考え方を形成したりしていく過程を重視した学習

の充実が必要。 

  ③ 各学校におけるカリキュラム・マネジメントの確立 

   ○ 教科等の目標や内容を見通し、特に学習の基盤となる資質・能力（言語能力、情報活用能力、

問題発見・解決能力等）や現代的な諸課題に対応して求められる資質・能力の育成のためには、

教科等横断的な学習の充実が必要。また、「主体的・対話的で深い学び」の充実には単元など数

コマ程度の授業のまとまりの中で、習得・活用・探究のバランスを工夫することが重要。 

   ○ そのため、学校全体として、教育内容や時間の適切な配分、必要な人的・物的体制の確保、実

施状況に基づく改善などを通して、教育課程に基づく教育活動の質を向上させ、学習の効果の最

大化を図るカリキュラム・マネジメントを確立。 

 ④  教育内容の主な改善事項 

言語能力の確実な育成   理数教育の充実      伝統や文化に関する教育の充実 

道徳教育の充実         体験活動の充実    外国語教育の充実   

その他の重要事項 

   ○ 幼稚園教育要領   ○ 初等中等教育の一貫した学びの充実 

   ○ 主権者教育、消費者教育、防災・安全教育などの充実 

   ○ 情報活用能力（プログラミング教育を含む）   ○ 部活動 

   ○ 子供たちの発達の支援（障がいに応じた指導、日本語の能力等に応じた指導、不登校等） 
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ⅡⅡ  学学校校教教育育 

 

１１  ここれれかかららのの学学校校教教育育がが目目指指すすもものの 

  平成28年12月21日に中央教育審議会から、「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学

校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等について」（答申）が公表され、“よりよい学校教

育を通じてよりよい社会を創る”という目標を学校と社会とが共有し、連携・協働しながら新しい時

代に求められる資質・能力を子供たちに育む「社会に開かれた教育課程」の実現という学習指導要領

改訂の方向性が示され、学習指導要領が公示された。  

 

○ 学習指導要領等においては、教育課程を通じて、子供たちが変化の激しい社会を生きるために必要な

資質・能力とは何かを明確にし、教科等を学ぶ本質的な意義を大切にしつつ、教科等横断的な視点を持っ

て育成を目指していくこと、社会とのつながりを重視しながら学校の特色づくりを図っていくこと、現

実の社会との関わりの中で子供たち一人一人の豊かな学びを実現していくことが課題となっている。 

○ これらの課題を乗り越え、子供たちの日々の充実した生活を実現し、未来の創造を目指していくため

には、学校が社会や世界と接点を持ちつつ、多様な人々とつながりを保ちながら学ぶことのできる、開か

れた環境となることが不可欠である。そして、学校が社会や地域とのつながりを意識し、社会の中の学校

であるためには、学校教育の中核となる教育課程もまた社会とのつながりを大切にする必要がある。 

○ 今は正に、社会からの学校教育への期待と学校教育が長年目指してきたものが一致し、これからの時

代を生きていくために必要な力とは何かを学校と社会とが共有し、共に育んでいくことができる好機に

ある。これからの教育課程には、社会の変化に目を向け、教育が普遍的に目指す根幹を堅持しつつ、社会

の変化を柔軟に受け止めていく「社会に開かれた教育課程」としての役割が期待されている。 

  このような「社会に開かれた教育課程」としては、次の点が重要になる。  

 ① 社会や世界の状況を幅広く視野に入れ、よりよい学校教育を通じてよりよい社会を創るという目標

を持ち、教育課程を介してその目標を社会と共有していくこと。  

 ② これからの社会を創り出していく子供たちが、社会や世界に向き合い関わり合い、自らの人生を切

り拓いていくために求められる資質・能力とは何かを、教育課程において明確化し育んでいくこと。  

 ③ 教育課程の実施に当たって、地域の人的・物的資源を活用したり、放課後や土曜日等を活用した社会

教育との連携を図ったりし、学校教育を学校内に閉じずに、その目指すところを社会と共有・連携しな

がら実現させること。 

○ この「社会に開かれた教育課程」の実現を目標とすることにより、学校の場において、子供たち一人一

人の可能性を伸ばし、新しい時代に求められる資質・能力を確実に育成したり、そのために求められる学

校の在り方を不断に探究する文化を形成したりすることが可能になるものと考えられる。  

 （答申「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等につい

て第４章１より抜粋） 

  

【【ＧＧＩＩＧＧＡＡススククーールル構構想想ににつついいてて】】 

  「ＧＩＧＡスクール構想」により整備されたＩＣＴ環境を活用して、令和５年３月策定の「徳島県

学校教育情報化推進計画」に則した教育活動を展開することで、全ての公立学校の児童生徒全員に対

して、平時、有事を問わず、多様な子供たちの可能性を最大限引き出す、「個別最適な学び」と「協働

的な学び」の一体的な充実を図る。 
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【【学学習習指指導導要要領領】】 

 (1) 幼稚園教育要領、小・中学校学習指導要領等のポイント 

  ① 基本的な考え方 

   ○ 教育基本法、学校教育法などを踏まえ、これまでの我が国の学校教育の実践や蓄積を生かし、

子供たちが未来社会を切り拓くための資質・能力を一層確実に育成。子供たちに求められる資

質・能力とは何かを社会と共有し、連携する「社会に開かれた教育課程」を重視。 

   ○ 知識及び技能の習得と思考力、判断力、表現力等の育成のバランスを重視する平成20年改訂

の学習指導要領の枠組みや教育内容を維持した上で、知識の理解の質をさらに高め、確かな学力

を育成。 

   ○ 道徳教育の充実や体験活動の重視、体育・健康に関する指導の充実により、豊かな心や健やか

な体を育成。 

  ② 知識の理解の質を高め資質・能力を育む「主体的・対話的で深い学び」 

「何ができるようになるか」を明確化 

    知・徳・体にわたる「生きる力」を子供たちに育むため、「何のために学ぶのか」という学習の

意義を共有しながら、授業の創意工夫や教科書等の教材の改善を引き出していけるよう、全ての

教科等を、①知識及び技能、②思考力、判断力、表現力等、③学びに向かう力、人間性等の三つの

柱で再整理。 

主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善 

    子供たちが各教科等の特質に応じた見方・考え方を働かせながら、知識を相互に関連付けてよ

り深く理解したり、情報を精査して考えを形成したり、目的や状況等に応じて互いの考えを伝え

合い、多様な考えを理解したり、集団としての考え方を形成したりしていく過程を重視した学習

の充実が必要。 

  ③ 各学校におけるカリキュラム・マネジメントの確立 

   ○ 教科等の目標や内容を見通し、特に学習の基盤となる資質・能力（言語能力、情報活用能力、

問題発見・解決能力等）や現代的な諸課題に対応して求められる資質・能力の育成のためには、

教科等横断的な学習の充実が必要。また、「主体的・対話的で深い学び」の充実には単元など数

コマ程度の授業のまとまりの中で、習得・活用・探究のバランスを工夫することが重要。 

   ○ そのため、学校全体として、教育内容や時間の適切な配分、必要な人的・物的体制の確保、実

施状況に基づく改善などを通して、教育課程に基づく教育活動の質を向上させ、学習の効果の最

大化を図るカリキュラム・マネジメントを確立。 

 ④  教育内容の主な改善事項 

言語能力の確実な育成   理数教育の充実      伝統や文化に関する教育の充実 

道徳教育の充実         体験活動の充実    外国語教育の充実   

その他の重要事項 

   ○ 幼稚園教育要領   ○ 初等中等教育の一貫した学びの充実 

   ○ 主権者教育、消費者教育、防災・安全教育などの充実 

   ○ 情報活用能力（プログラミング教育を含む）   ○ 部活動 

   ○ 子供たちの発達の支援（障がいに応じた指導、日本語の能力等に応じた指導、不登校等） 
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 (2) 高等学校の学習指導要領のポイント 

  ① 基本的な考え方 

   ○ 教育基本法、学校教育法などを踏まえ、これまでの我が国の学校教育の実践や蓄積を生かし、

子供たちが未来社会を切り拓くための資質・能力を一層確実に育成。子供たちに求められる資

質・能力とは何かを社会と共有し、連携する「社会に開かれた教育課程」を重視。 

   ○ 知識及び技能の習得と思考力、判断力、表現力等の育成のバランスを重視する平成21年改訂

の学習指導要領の枠組みや教育内容を維持した上で、知識の理解の質をさらに高め、確かな学力

を育成。 

   ○ 道徳教育の充実や体験活動の重視、体育・健康に関する指導の充実により、豊かな心や健やか

な体を育成。 

  ② 知識の理解の質を高め資質・能力を育む「主体的・対話的で深い学び」 

「何ができるようになるか」を明確化 

    知・徳・体にわたる「生きる力」を子供たちに育むため、「何のために学ぶのか」という学習の

意義を共有しながら、授業の創意工夫や教科書等の教材の改善を引き出していけるよう、全ての

教科等を、①知識及び技能、②思考力、判断力、表現力等、③学びに向かう力、人間性等の三つの

柱で再整理。 

主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善 

    選挙権年齢が18歳以上に引き下げられ、生徒にとって政治や社会が一層身近なものとなってお

り、高等学校においては、社会で求められる資質・能力を全ての生徒に育み、生涯にわたって探究

を深める未来の創り手として送り出していくことがこれまで以上に求められる。 

    そのため、主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善が必要。特に、生徒が各教科・科

目等の特質に応じた見方・考え方を働かせながら、知識を相互に関連付けてより深く理解したり、

情報を精査して考えを形成したり、問題を見いだして解決策を考えたり、思いや考えを基に創造

したりすることに向かう過程を重視した学習の充実が必要。 

  ③ 各学校におけるカリキュラム・マネジメントの確立 

   ○  教科等の目標や内容を見通し、特に学習の基盤となる資質・能力（言語能力、情報活用能力、

問題発見・解決能力等）や現代的な諸課題に対応して求められる資質・能力の育成のためには、

教科等横断的な学習の充実が必要。また、「主体的・対話的で深い学び」の充実には単元など数

コマ程度の授業のまとまりの中で、習得・活用・探究のバランスを工夫することが重要。 

   ○  そのため、学校全体として、教育内容や時間の適切な配分、必要な人的・物的体制の確保、実

施状況に基づく改善などを通して、教育課程に基づく教育活動の質を向上させ、学習の効果の最

大化を図るカリキュラム・マネジメントを確立。 

  ④ 教科・科目構成の見直し 

   ○ 高等学校において育成を目指す資質・能力を踏まえつつ、教科・科目の構成を改善。 

  ⑤ 教育内容の主な改善事項 

言語能力の確実な育成   理数教育の充実    伝統や文化に関する教育の充実 

道徳教育の充実      外国語教育の充実   職業教育の充実   その他の重要事項 

   ○ 初等中等教育の一貫した学びの充実   ○ 情報教育（プログラミング教育を含む） 

   ○ 主権者教育、消費者教育、防災・安全教育などの充実   ○ 部活動 

   ○ 子供たちの発達の支援（キャリア教育、障がいに応じた指導、日本語の能力等に応じた指導、 

    不登校等） 
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２２  教教育育課課程程 

 ((11))  教教育育課課程程ととはは 

    「小学校学習指導要領解説 総則編」（平成29年７月）11頁には、「学校において編成する教育課

程については、学校教育の目的や目標を達成するために、教育の内容を児童の心身の発達に応じ、授

業時数との関連において総合的に組織した各学校の教育計画である」と説明されている。（中学校・

高等学校・特別支援学校も同様の記述）各学校において編成する教育課程をこのように捉えた場合、

学校の教育目標の設定、指導内容の組織及び授業時数の配当が教育課程の編成の基本的な要素になって

くる。 

    学校は、教育の目的や目標を達成するために組織的、継続的な教育を行う公の機関である。したがっ

て、各学校において適切な教育計画を作成し、実施することが必要である。教育計画の中でも児童生徒

の指導に関わる教育課程は、最も基本的なものである。教育課程は教員一人一人の教育活動にとって大

きな意味をもつため、常に関心をもつ必要がある。 

 

  ((22))  教教育育課課程程のの基基準準 

    学校の教育目標及び教育課程の基準については、次のような法令で定められている。 

 

          教育基本法－学校教育法－学校教育法施行規則－学習指導要領 

    日本国憲法                               教育課程 

          地方自治法－地方教育行政の組織及び－学校管理規則・同準則 

                運営に関する法律    (教育委員会規則) 

 

    学習指導要領は、全国のどの地域で教育を受けても、一定の水準の教育を受けられるようにする

ため、学校教育法等に基づき、各学校で教育課程を編成する際の基準として文部科学省が定めてい

るものである。学習指導要領では、小学校、中学校、高等学校等ごとに、それぞれの教科等の目標や

大まかな教育内容を定めている。また、これとは別に、学校教育法施行規則で、例えば小・中学校の

教科等の年間の標準授業時数等が定められている。各学校では、学習指導要領や年間の標準授業時

数等を踏まえ、地域や学校の実態に応じて、教育課程を編成している。 

 

  ((33))  教教育育課課程程編編成成のの原原則則 

    学習指導要領では、教育基本法等で示された教育の基本理念を踏まえるとともに、現在の児童生

徒の課題への対応の視点から、次のような内容がポイントとなっている。 

   ① 「生きる力」という理念の共有 

   ② 基礎的・基本的な知識・技能の習得 

   ③ 思考力・判断力・表現力等の育成 

   ④ 学びに向かう力・人間性等の涵養 

   ⑤ 確かな学力を確立するために必要な授業時数の確保 

   ⑥ 豊かな心や健やかな体の育成のための指導の充実 

    これらは、各学校において教育課程を編成、実施する際の指針となるものである。これらのことを

踏まえて、教育課程の編成の原則は次の７項目に要約できる。 

    ア 各学校において編成すること。 

    イ 法令及び学習指導要領の示すところに従うこと。 
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